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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の背景と目的 

平成１８年６月、国民の豊かな住生活の実現を図るため住生活基本法が公布施行され、

国・地方公共団体は住生活の安定確保及び向上の推進のために必要な施策を講ずることと

されました。これを受け、本市では、平成 24 年 12 月に「加東市住生活基本計画（加東

市住宅マスタープラン）」を策定し、「元気で快適に暮らす住みよいまち」を目指し、住宅セ

ーフティネットの構築やユニバーサルデザインを考慮した住宅・住環境の整備等、様々な

住宅施策を展開してきました。 

しかしながら、本格的な人口減少・少子高齢化社会の到来や、気候変動による自然災害

の頻発・激甚化、さらには新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式の実践や新し

い働き方の定着といった新たな日常、急速な技術革新やＤＸ（デジタルトランスフォーメ

ーション）の進展など、人々の生活を取り巻く環境が大きく変化していることから、住ま

い・住環境の分野においても、これらの環境の変化に柔軟に対応したより効果的な住宅政

策が求められています。 

こうした状況の中、国は令和３年３月、「住生活基本計画（全国計画）」（以下「全国計画」

という。）を改訂し、新たな時代における住宅政策として、以下の３つの視点と８つの目標

を示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、兵庫県においても、「兵庫県住生活基本計画」（以下「県計画」という。）の改訂

作業が進められています。 

本市では、こうした国や兵庫県の動きを踏まえつつ、「だれもが健やかに暮らし続けられ

る住みよいまち加東～安全・安心・快適な住まい・住環境を目指して～」の基本理念のも

と、本市を取り巻く住まい・住環境の変化に柔軟に対応していくために、「加東市住生活基

本計画」を改訂します。 

「社会環境の変化」 
の視点 

「居住者・コミュニティ」 
の視点 

「住宅ストック・産業」
の視点 

新たな日常、ＤＸの推進等 子どもを産み育てやすい住まい 住宅循環システムの構築等 

高齢者等が安心して暮らせる 

コミュニティ等 安全な住宅・住宅地の形成等 空家の管理・除却・利活用 

セーフティネット機能の整備 住生活産業の発展 

図 1-1 住生活基本計画(全国計画)の３つの視点と８つの目標 
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２ 計画の位置付け 

新たな「加東市住生活基本計画」（以下「本計画」という。）は、住生活基本法に基づく

「全国計画」及び「県計画」を踏まえ、「第２次加東市総合計画」や「加東市都市計画マス

タープラン」などの上位・関連計画と整合・連携しながら、住まい・住環境の分野における

住宅政策の基本的な方向性を示し、具体的な施策を総合的かつ計画的に推進するための計

画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和４年度から令和 13 年度までの 10 年間とします。 

なお、今後の社会情勢の変化や国・兵庫県の住宅政策の動向などを踏まえ、必要に応じ

て本計画を見直します。 

年度 
令和 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

住
生
活 

基
本
計
画 

          

 

  

図 1-2 計画の位置付け 

 

 

 

 

【国】 

【県】 

加東市都市計画 
マスタープラン 

加東市公共施設等 
総合管理計画 

加東市地域防災計画 
  等 

兵庫県住生活基本計画 

第２次加東市総合計画 
 

まちの将来像 

山よし！技よし！文化よし！ 
夢がきらめく☆元気なまち 加東 

加東市営住宅 
長寿命化計画 

加東市耐震 
改修促進計画 

加東市空家等 
対策計画 

加東市住生活基本計画 

住生活基本計画（全国計画） 

住生活基本法 

【関連計画】 

【上位計画】 

加東市住生活基本計画（令和４年度～１３年度） 

図 1-3 計画期間 
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第２章 本市における住まい・住環境の状況 

１ 人口・世帯の状況 

（１）人口の推移 

① 人口の推移と将来見通し 

 状 況  本市の人口は、４万人を維持していますが、将来的には減少に転じ、少

子高齢化がますます進行すると予測されます。 

本市の人口は、平成 12 年の 40,688 人から平成 17 年に 39,970 人に減少したもの

の、その後は微増傾向が続き、４万人を維持しています。 

平成３０年３月に示した加東市人口ビジョンの将来推計人口では、本市の人口は令和２

年から減少に転じると推計されていました。幸いにも令和２年国勢調査人口は微増という

結果になりましたが、この５年間で外国人が 1,000 人以上増加したことが主な要因と考え

られることから、将来的な人口減少を否定できるものではありません。 

そして、年齢階層別人口の推移では、令和２年と平成 27 年の比較で、総数の増加に対

して、高齢者人口は増加、年少人口及び生産年齢人口は減少していることから、少子高齢

化がますます進行すると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-1 人口の推移 

注：合計人口は、不明を含むため、年齢階層人口の合計とは一致しない場合があります。 

注：割合は、年齢不詳を含みません。 
資料：実績値：国勢調査 各年 10 月 1 日 

推計値：加東市人口ビジョン 平成 30 年 3 月 
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25,455
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(63.5)
24,522

(61.1)
23,844

(60.0)
23,330

(58.6)
22,620

(57.9)
21,858

(57.1)
20,635

(55.3)

6,527

(16.4)

7,448

(18.3)
8,104

(20.4)

8,861

(22.1)
10,161

(25.3)
10,757

(27.1)
11,313

(28.4)
11,337

(29.0)
11,433

(29.9)
11,811

(31.6)

39,743 40,688 39,970 40,181 40,310 40,645 39,832 39,098 38,283 37,340 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳～）

（人） 推計値実績値

（ ）:％
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② 地区別人口の推移 

 状 況  年少人口と生産年齢人口の割合が高い地区と、高齢者人口の割合が高い

地区の二極化が進んでいます。 

地区別の年齢階層別人口を見ると、社地区、滝野東地区、滝野南地区、東条東地区で年少

人口と生産年齢人口の割合が高く、福田地区、米田地区、上福田地区、鴨川地区、東条西地

区で高齢者人口の割合が高くなっています。 

また、平成 26 年を基準とした各地区の人口増減率の推移をみると、年少人口は、東条

東地区で増加しており、高齢者人口は、社地区及び滝野東地区の伸びが顕著となっていま

す。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

図 2-2 地区別年齢階層別人口の割合 

資料：加東市統計書 令和 2 年 3 月末 
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39.1 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

社（n=12,046）

福田（n=2,877）

米田（n=1,709）

上福田（n=2,175）

鴨川（n=  641）

滝野東（n=9,466）

滝野南（n=2,817）

東条東（n=4,850）

東条西（n=2,683）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳～）
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（生産年齢人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高齢者人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-3 地区別年齢階層別人口増減割合の推移 

資料：加東市統計書 各年３月末 
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③ 外国人人口の推移 

 状 況  外国人人口が、増加し続けています。 

本市に居住する外国人は増加し続けており、令和３年には総人口の 4.8％が外国人とな

っています。 

また、外国人の大部分は、社地域及び滝野地域に居住しており、特に社地域では人口の

6.1％を占めています。 

また、市営住宅への外国人入居者も社地域、滝野地域で多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：加東市人口統計(地区別人口世帯数統計表) 各年３月末 

資料：加東市人口統計(地区別人口世帯数統計表) 各年３月末 

図 2-5 地域別外国人居住者の比較 

534 486 483 566 738 945 1,162 1,321 
1,737 1,930 

1.3 1.2 1.2 1.4
1.9

2.4

2.9
3.3

4.3
4.8

0.0

2.0

4.0

6.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

外国人人口 総人口に占める外国人の割合

（人） （％）

図 2-4 外国人人口の推移 

社地域 

滝野地域 

1,230 人(6.1％) 

526 人(4.3％) 

174 人(2.3％) 

東条地域 

地域界 

(％)：地域別人口に占める 

   外国人人口の割合 
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（２）世帯の推移 

① 世帯の推移と将来見通し 

 状 況  人口の増加に対して世帯数の増加が顕著で、世帯の小規模化が進んでいま

す。 

本市の世帯数は、平成 7 年から平成 27 年まで一貫して増加しており、令和２年３月に

示された「兵庫県の世帯数の将来推計（市区町別）」によると、令和 12 年に初めて減少に

転じると予測されていました。 

しかし、令和２年国勢調査では、総世帯数が 1,7070 世帯となり、令和２年の推計値

15,342 世帯を大幅に超えた高い値となりました。 

これは、核家族化の進行や単身世帯の一層の増加等によるものと考えられ、世帯人員の

減少は今後も続き、世帯の小規模化が進むと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：実績値（世帯数）：国勢調査 各年 10 月 1 日 

推計値（世帯数）：「兵庫県の世帯数の将来推計（市区町別）兵庫県 2020 年３月」 

各年 10 月 1 日  

世帯人員は、人口÷世帯数で算出 

図 2-6 世帯の推移 

注：兵庫県の世帯数の将来推計値は、平成 27 年国勢調査及び兵庫県将来推計人口を元に算出されたものです。 
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② 世帯類型別世帯の推移 

 状 況  ３世代世帯が減少し、単身（単独）世帯やひとり親世帯が増加しています。 

世帯類型別世帯数の推移では、平成７年から令和２年までの 25 年間で３世代世帯は約

５割（約 1,100 世帯）減少しています。一方、単身世帯は約３倍（約 4,200 世帯）、ひと

り親世帯は約２倍（約 700 世帯）に増加、夫婦と子ども世帯は約２割（約 700 世帯）増

加しています。 
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資料：国勢調査 各年 10 月 1 日 

図 2-7 世帯類型別世帯の推移 
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③ 高齢者世帯の推移 

 状 況  高齢者のいる世帯が増加しており、特に高齢者単身世帯と高齢者夫婦の

み世帯の増加が顕著です。 

高齢者のいる世帯数は、平成７年から令和２年までの 2５年間で 4,572 世帯から 6,642

世帯と 2,070 世帯増加しています。そのうち高齢者同居世帯はほとんど変わっていません

が、高齢者単身世帯が 1,019 世帯、高齢者夫婦のみ世帯が 1,127 世帯とそれぞれ著しい

増加となっています。 

なお、一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合は、平成７年から平成 27 年までの 20

年間で 39.6％から 42.6％に増加しましたが、令和２年は高齢者以外の単身世帯数の増加

が顕著であったため、39.0％へと減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：「国勢調査」（総務省）各年 10 月 1 日 

図 2-8 高齢者のいる世帯の推移 

450 620 718 971 1,273 1,469 706 906 1,093 
1,329 

1,641 1,833 
3,416 

3,553 3,540 
3,466 

3,489 3,340 
4,572

5,079
5,351 5,766

6,403 6,642

39.6 39.9 41.2 40.9 42.6
39.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

高齢者単身世帯 高齢者夫婦のみ世帯

高齢者同居世帯 一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合

（世帯） （％）
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④ 外国人世帯の推移 

 状 況  外国人世帯は増加していますが、世帯人員は減少しています。 

外国人世帯数は、平成 26 年以降増加し続けていますが、世帯人員は減少傾向で、平成

30 年以降は約 1.1 人/世帯で推移し、世帯の小規模化が進んでいます。 

なお、外国人の居住地域は、社地域で 1,034 世帯と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：加東市人口統計(地区別人口世帯数統計表) 各年３月末 

図 2-9 外国人世帯の推移 

図 2-10 地域別外国人居住世帯の割合 

371 330 329 401
562

821
1,010

1,156
1,501 1,664

1.44 1.47 1.47 1.41 
1.31 

1.15 1.15 1.14 1.16 1.16 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年

外国人世帯 世帯人員

（世帯） （人/世帯）

社地域 

1,034 世帯(11.6％) 

滝野地域 

464 世帯(8.6％) 

東条地域 

166 世帯(5.3％) 

(％)：地域別世帯数に占める 

   外国人居住世帯の割合 

地域界 

資料：加東市人口統計(地区別人口世帯数統計表) 各年３月末 
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２ 住まい・住環境の状況 

（１）住宅ストックの状況 

① 住宅総数・建て方別住宅数の状況 

 状 況  一戸建て住宅の割合は６０％を超えているが減少傾向にあり、共同住宅

の割合が増加しています。 

本市の平成 30 年の専用住宅の合計は 15,380 戸で、そのうち一戸建て住宅が 9,940

戸、共同住宅が 5,150 戸となり、住宅総数の大半を占めています。 

平成 30 年と平成 20 年の比較では、10 年間で専用住宅の合計が 1,970 戸増加し、こ

のうち一戸建て住宅が 590 戸、共同住宅が 1,510 戸とそれぞれ増加する一方、長屋建が

１５０戸減少しています。 

専用住宅の合計は、人口の増加や核家族化の進行、単身世帯の増加に伴い世帯数が当面

は高い水準で推移すると見込まれることから、今後も共同住宅を中心に増加すると捉えて

います。 

 

 

区分 

専用住宅 店舗ほか 

併用住宅 一戸建て 長屋建 共同住宅 その他 
合計  

割合 
 

割合 
 

割合 
 

割合 
 

割合 

平成 20 年 9,350 68.4 410 3.0 3,640 26.6 10 0.1 13,410 270 2.0 

平成 25 年 9,780 68.6 160 1.1 3,980 27.9 - - 13,920 340 2.4 

平成 30 年 9,940 63.5 260 1.7 5,150 32.9 30 0.2 15,380 280 1.8 

10 年間の 
増減 

590 △4.9 △150 △1.3 1,510 6.3 20 0.1 1,970 10 △0.2 

 

 

  

（単位：戸・％） 
表 2-1 建て方別住宅数の状況 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 各年 10 月 1 日 
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② 住宅着工戸数の推移 

 状 況  持家の着工戸数が年間１５０戸前後で推移しているのに対し、貸家の着

工戸数は年度によってばらつきが見られます。 

本市の住宅着工戸数は、過去 10 年間で持家が 150 戸前後で推移していますが、貸家は

年度によってばらつきが見られます。 

なお、令和２年の貸家は 44 戸と減少していますが、コロナ禍による着工控えが考えら

れ、今後の動向を追う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

272
251

311
274

333 347 351
329 346

230

167 149 162 169 137 162 158 184 162 186

105 102
149 105 196 185 193 145 184

44

0

100

200

300

400

500

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

持家 貸家

（戸）

資料：「市町別新設住宅着工戸数」（兵庫県） 各年３月末 

図 2-11 住宅着工戸数の推移 
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③ 所有形態別住宅数の状況 

 状 況  持家・借家ともに増加傾向であり、特に民営借家が大きく増加していま

す。 

平成 30 年の本市の持家・借家の総数は 15,280 戸で、持家の割合が 65.7％、借家の

割合が 34.3％となっています。 

また、平成 30 年と平成 20 年の比較では、10 年間で持家の割合が減少し、民営借家の

割合が増加しています。 

建て方別住宅数で示したとおり、共同住宅の割合が増加傾向であることから、全国と比

較すると一戸建て住宅が多いものの、民営の共同住宅の住宅数が増加していることが本市

の特徴といえます。 

 

 

区分 

持家・

借家の

合計 

持家  
借家 

総数 公営借家 ＵＲ・公社借家 民営借家 給与住宅 

  割合   割合   割合 
 

割合   割合   割合 

平成 20 年 13,320 9,200 69.1 4,120 30.9 590 4.4 320 2.4 2,970 22.3 230 1.7 

平成 25 年 14,250 10,000 70.2 4,250 29.8 880 6.2 40 0.3 2,980 20.9 340 2.4 

平成 30 年 15,280 10,040 65.7 5,240 34.3 620 4.1 - - 4,380 28.7 230 1.5 

10 年間の 
増減 

1,960 840 △3.4 1,120 3.4 30 △0.3 △320 △2.4 1,410 6.3 0 △0.2 

 

 

 

  

（単位：戸・％） 
表 2-2 所有形態別住宅数の状況 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 各年 10 月 1 日 
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④ 空家の状況 

 状 況  二次的住宅を除けば、空家率は、全国・兵庫県・周辺市町と同程度の水

準となっています。 

平成 30 年の本市の空家率は 22.1％と、全国・兵庫県・周辺市町と比べて高くなってい

ます。これは、別荘やセカンドハウスなどの二次的住宅の割合が高いことが要因で、「売却

用の住宅」や取壊されずに放置された空家を含む「その他の住宅」については、全国・兵庫

県・周辺市町と同程度の水準となっています。 

地区別の分布状況では、東条東地区が 166 戸と最も多く、次いで米田地区が 71 戸とな

っていますが、これらの地区に多くある二次的住宅が空家になっていると捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

総戸数 

空家総戸数                 

  空家率  二次的住宅 賃貸用住宅 売却用住宅 その他の住宅 

    割合   割合   割合   割合 

平成 20 年 17,970 4,200 23.4 1,090 6.1 1,840 10.2 140 0.8 1,140 6.3 

平成 25 年 19,970 5,590 28.0 1,150 5.8 2,380 11.9 330 1.7 1,730 8.7 

平成 30 年 20,220 4,460 22.1 1,020 5.0 1,900 9.4 90 0.4 1,450 7.2 

10 年間の 
増減 

2,250 260 △1.3 △70 △1.1 60 △0.8 △50 △0.4 310 0.9 
  

図 2-12 周辺市町との空家率の比較 

（単位：戸・％） 

表 2-3 空家率の状況 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）平成 30 年 10 月 1 日 

0.6

0.4

0.7

0.1

0.1

3.9

5.0

6.9

6.6

8.3

4.2

6.9

6.8

4.6

9.4

0.5

0.7

0.5

0.3

0.2

0.2

0.5

0.4

5.6

5.7

7.8

7.7

4.3

5.9

7.8

7.2

空家率 13.6

空家率 13.4

空家率 17.3

空家率 12.4

空家率 11.4

空家率 12.9

空家率 16.8

空家率 22.1

0 5 10 15 20 25 30

全国

兵庫県

西脇市

三木市

小野市

加西市

多可町

加東市

二次的住宅 賃貸用住宅 売却用の住宅 その他の住宅

（％）

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 平成 30 年 10 月 1 日 
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  図 2-13 地区別空家数の比較図 
資料：市調べ 
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⑤ 建築年別住宅数の状況 

 状 況  旧耐震基準で建てられた住宅が全体の約１／４を占めています。 

平成 30 年の本市の建築時期別住宅数は、昭和 5５年以前に旧耐震基準で建築された住

宅数が 3,730 戸で、住宅総数の 26.5％、全体の約 4 分の 1 を占めています。 

平成 30 年と平成 20 年を比較すると、昭和 55 年以前に建築された住宅は、5,010 戸

から 1,280 戸減少し 3,730 戸となっています。 

なお、昭和 56 年以降に建築された住宅は、平成 20 年から平成 30 年までの 10 年間

で 2,200 戸増加しています。 

 

 

 

 
建築時期の 

判る住宅総数 

～昭和 

45 年 

～昭和 

55 年 

～平成 

2 年 

～平成 

7 年 

～平成 

12 年 

～平成 

17 年 

～平成 

22 年 

～平成 

27 年 

～平成 

30 年 

住宅数 14,080 2,120 1,610 2,180 1,620 1,500 1,320 1,460 1,520 750 

割合 100.0 15.1 11.4 15.5 11.5 10.7 9.4 10.4 10.8 5.3 

 

 

 
 

区分 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 10 年間の増減 

建築時期の判る住宅総数 13,160 戸 14,090 1４,080 戸 920 戸 

 昭和 55 年以前の住宅数 5,010 戸 5,220 3,730 戸 △1,280 戸 

 （割合） 38.1% 37.0% 26.5% △11.6％ 

 昭和 56 年以降の住宅数 8,150 戸 8,870 10,350 戸 2,200 戸 

 （割合） 61.9% 63.0% 73.5% 11.6％ 

 

 

  

（単位：戸・％） 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 平成 30 年 10 月 1 日 

 

表 2-4 建築年次別住宅数 

表 2-5 建築年次別住宅数の状況 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 各年 10 月 1 日 
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（２）住宅性能の状況 

① 耐震化の状況 

 状 況  耐震化の目標９７.０％まで、１０.５％の向上が必要です。 

本市では、「加東市耐震改修促進計画」において、令和７年までに市内住宅の 97.0％の

耐震化を目標として、耐震改修の促進に取り組んでいます。 

耐震化率は、平成 25 年の 74.0％から平成 30 年には 86.5％と着実に進んでいます。 

なお、毎年約 150 戸の持家の住宅着工があるにも関わらず、所有形態別住宅数（表 2-

2）における持家の増加数は平成 30 年から平成 20 年までの 10 年間で 840 戸（年平均

84 戸）であることから、旧耐震基準の住宅もある程度建替えられていると考えられます。 

 

 
区分 平成 25 年 平成 30 年 令和７年（目標） 

住宅総数 14,262 戸 15,659 戸 15,473 戸 

 耐震性有 10,609 戸 13,545 戸 15,009 戸 

 （耐震化率） 74.0％ 86.5％ 97.0％ 

 耐震性無 3,653 戸 2,114 戸 464 戸 

 

 

  

資料：「加東市耐震改修促進計画」（平成 29 年４月改定加東市） ※平成 30 年は市調べ 

表 2-6 住宅耐震化の状況 
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② 省エネ設備等の状況 

 状 況  省エネ設備等の導入率は、おおむね全国平均よりも高水準です。 

省エネ設備等の導入率（※専用住宅に対する表中の省エネ設備を備えた住宅数の割合）

は、平成 20 年から平成 30 年にかけて、温水器等を除き増加傾向であり、全国・兵庫県

と比べておおむね高い水準となっています。 

なお、太陽光を活用した温水器等については、新たな省エネ設備の導入により、導入率

が減少傾向にあります。 

 

 

区分 

加東市 全国 兵庫県 

平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 
10 年間の 

増減 
平成 30 年 平成 30 年 

太陽光熱利用 

 温水器等 8.7％ 6.1％ 5.0％ △3.7％ 3.5％ 2.6％ 

 発電機器 2.3％ 5.5％ 8.6％ 6.3％ 4.1％ 4.0％ 

二重サッシ又は複数層ガラスの窓 

 全ての窓 6.3％ 9.9％ 10.9％ 4.6％ 14.8％ 10.2％ 

 一部の窓 10.1％ 15.4％ 17.7％ 7.6％ 14.1％ 13.2％ 
  

表 2-7 省エネ設備等の導入率の状況 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 各年 10 月 1 日 
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③ バリアフリー設備の状況 

 状 況  バリアフリーの導入率は、高齢者のいる世帯の住宅で約７割となってい

ます。 

住宅のバリアフリー設備の設置状況について、「何らかの設備がある」住宅が 58.7％で、

持家・借家別では持家が 72.6％、借家が 32.8％となっています。 

65 歳以上を含む世帯（高齢者のいる世帯）の住宅で、「何らかの設備がある」割合は、

持家が 72.1％、借家が 59.3％と、借家であってもバリアフリー設備の導入率は高くなっ

ています。 

なお、バリアフリー設備の導入状況では、手すりの設置が多く、段差の解消等の割合は

低くなっています。 

 

 

  

高齢者のための設備がある 
高齢者のた

めの設備は

ない 

一定のバリ

アフリー化 

総計 

何らかの 

設備がある 

手すり 

がある 

またぎやすい

高さの浴槽 

廊下等が 

車椅子で 

通行可能 

段差の 

ない屋内 

道路から玄関

まで車椅子で

通行可能 

全体 58.7 52.7 18.1 14.4 20.3 8.7 41.2 - 

  持家 72.6 65.8 25.1 19.8 25.1 11.9 27.4 - 

   借家 32.8 28.4 5.2 4.4 11.3 2.7 67.0 - 

 
65 歳以上を

含む世帯 
71.0 65.5 24.8 22.2 20.5 15.3 29.2 52.8 

 
  

持家 72.1 66.6 26.0 22.9 20.5 15.7 27.9 54.0 

 借家 59.3 53.7 11.1 14.8 20.4 11.1 42.6 40.7 

 

  

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省）平成 30 年 10 月 1 日 

表 2-8 高齢者のための設備がある住宅の割合 

（単位：％） 
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（３）居住面積水準の状況 

 状 況  共同住宅では、最低居住面積水準未満に居住する世帯と誘導居住面積水

準以上に居住する世帯が大きく増加しています。一戸建て住宅は、最低

居住面積水準以上がほとんどで、大部分が誘導居住面積水準以上です。 

本市の最低居住面積水準未満の住宅に居住する世帯の割合は、平成 20 年から平成 30

年の 10 年間で 3.4％増加しています。 

建て方別では、一戸建て住宅は、最低居住面積水準未満の住宅に居住する世帯はほとん

どなく、大部分が誘導居住面積水準以上となっています。最低居住面積水準未満の共同住

宅は平成 20 年から平成 30 年までの 10 年間で 7.3％、長屋建は 13.0％増加していま

す。 

また、持家・借家別の最低居住面積水準未満世帯の割合は、持家が全体の 0.5％であるの

に対して借家が 21.0％と高い割合となっています。 

さらに、共同住宅では誘導居住面積水準以上の割合が、平成 20 年から平成 30 年の 10

年間でほぼ 2 倍に増加しており、その要因としては、「広い・設備が良い・今風」が子育て

世代に好まれていることが考えられます。 

一方、最低居住面積水準未満の共同住宅の割合も増えていますが、単身世帯の増加に伴

い、居住面積が狭い住戸についても一定の需要があると捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 各年 10 月 1 日 

 図 2-14 居住面積水準の世帯割合 
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 最低居住面積水準未満 
最低居住面積水準以上 

誘導居住面積水準未満 
誘導居住面積水準以上 

単位 世帯（主世帯） 世帯 ％ 世帯 ％ 世帯 ％ 

世帯 15,660 1,150 7.5 3,910 25.6 10,220 66.9 

持家 10,040 50 0.5 1,870 18.6 8,120 81.0 

借家 5,240 1,100 21.0 2,040 38.9 2,100 40.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

最低居住面積水準：世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な

住宅の面積に関する水準（① 単身者 25 ㎡、② ２人以上の世帯 10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡） 

誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイ

ルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準で次の２区分からなる。 

(1)一般型誘導居住面積水準（戸建） 

（① 単身者 55 ㎡、② ２人以上の世帯 25 ㎡×世帯人数＋25 ㎡） 

(2)都市居住型誘導居住面積水準（共同住宅） 

（①単身者 40 ㎡、② ２人以上の世帯 20 ㎡×世帯人数＋15 ㎡）  

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 平成 30 年 10 月 1 日 

注：総数は建築面積が不明なものを含むため、合計とは一致せず。 

  割合は、面積が分かる住宅の割合。 

表 2-9 持家・借家別居住面積水準 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 平成 30 年 10 月 1 日 

図 2-15 周辺市町との居住面積水準の比較 
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最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上誘導居住面積水準未満 誘導居住面積水準以上

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省） 
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３ 市営住宅の状況 

（１）市営住宅ストックの状況 

 状 況  現在の市営住宅のストックは１６団地・７７棟・３６７戸となっています。 

本市の市営住宅は令和 3 年４月１日現在、16 団地・77 棟・367 戸となっています。 

 現在の 367 戸を適正に維持管理・運営しつつ、立地条件や利便性、施設の老朽化の状況、

将来の需要予測等を踏まえ、必要なストックを定めます。 

なお、現在の各住棟の構造は、木造が 42 棟（うち、一戸建て住宅が１６戸）、簡易耐火

造が 14 棟、中層耐火造が 21 棟となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-16 市営団地分布図 

資料：市調べ 令和 3 年４月１日現在 
※下滝野団地は令和３年度に廃止済み 

凡例 
●市営住宅 
■県営住宅 
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（２）市営住宅の入居状況 

 状 況  入居者は高齢者が多く、全世帯の５２．２％を占めています。 

また、全世帯の７.４％が外国人世帯となっています。 

市営住宅の入居者（世帯）の家族構成別世帯数の割合は、1 人世帯が 37.3％、２人世帯

が 36.7％であり、世帯主の年齢別入居世帯数の割合は、60 歳代以上が 52.2％と多くな

っています。 

なお、令和 3 年の外国人の入居世帯数は 24 世帯で、入居世帯全体の 7.4％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：市調べ 令和 3 年 10 月 1 日 

資料：市調べ 令和 3 年 10 月 1 日 

図 2-17 家族構成別入居世帯数 

図 2-18 世帯主の年齢別入居世帯数 
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（３）市営住宅の空室及び応募状況等 

 状 況  市営住宅の空室率は８.２％で、平均応募倍率は１.０３倍です。 

市営住宅 367 戸のうち、令和３年度の空室数は 43 戸で空室率は 11.7％ですが、この

うち公募しない政策空家を除くと空室数は 30 戸で、実質空室率は 8.2％となっています。 

空室率が高い団地は、鴨川団地、平安団地、岩の花団地で、昭和 40 年代から 50 年代

に建設した市街地から離れた位置にある団地となっています。 

また、平成 28 年度から令和 2 年度までの 5 年間の平均募集戸数は１年度当たり 33.4

戸で、平均応募倍率は 1.03 倍となっています。募集戸数に対して申込数が上回っている

団地は、小元団地、嬉野台団地、家原団地、下三草団地、新町団地、北野団地で、募集戸数

に対して申込数が下回っている団地は、鴨川団地、河高団地、高岡団地、藪団地、森団地と

なっています。 

しかし、申込みが多い団地の中でも、４人世帯以上で入居可能な住戸については、核家

族化や単身世帯の増加等により、長期間入居がない住戸も生じています。 

公営住宅は本来、住宅に困窮する低額所得者用の住宅として利用されるものですが、本

市では近年、若年世帯の持家までの賃貸住宅や、単身者用住宅の需要が高まっている状況

があることから、申込みや空室の状況を見極めて、市営住宅の有効活用について幅広く検

討していくことが必要です。 

 

 

団地名 募集戸数 申込数 倍率 入居率 

小元団地 25 43 1.72 100.0％ 

鴨川団地 4 1 0.25 62.5% 

嬉野台団地 32 42 1.31 87.7% 

家原団地 30 32 1.07 90.5% 

下三草団地 15 16 1.07 92.6% 

河高団地 12 6 0.50 87.5% 

高岡団地 8 5 0.63 100.0% 

新町団地 2 12 6.00 100.0％ 

北野団地 2 7 3.50 94.4% 

藪団地 23 2 0.09 100.0% 

森団地 11 6 0.55 81.3％ 

合計 167 172 1.03 － 

 

表 2-10 募集・申込・入居状況 

資料：「市管理データ」 令和 3 年 10 月 1 日 
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第３章 市民意向の把握 

１ 調査の概要  

（１）実施方法 

市民の住宅・住環境に関する実態や意見を把握し、計画づくりの基礎資料とすることを

目的として、以下のとおり加東市住生活基本計画に関するアンケート調査（以下「市民ア

ンケート調査」という）を実施しました。 

 
実施時期 令和３年６月 

調査対象 市内にお住まいの 18 歳以上の 2,000 人（無作為抽出） 

調査方法 郵送方式 

 

（２）市民アンケート調査の回収状況 

アンケートの回収数は、791 票（39.6％）でした。 

  

（３）回答者の基本属性 

回答者の基本属性は、次のとおりです。 

 

① 年齢 

回答者の年齢は、「65～74 歳」が最も多く、次いで「40～49 歳」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-1 回答者の年齢 
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20～29歳

30～39歳
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75歳以上

無回答
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② 居住地 

回答者の居住地区は、「社地区」が最も多く、次いで「滝野東地区」、「東条東地区」の順

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家族構成 

回答者の家族構成は、「二世代世帯（親と子）」が最も多く、次いで「一世代世帯（夫婦だ

け）」、「三世代世帯（親と子と孫）」、「単身世帯（一人暮らし）」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-2 回答者の居住地 

図 3-3 回答者の家族構成 
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21.2%

45.3%
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その他

無回答
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54
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滝野南地区

東条東地区

東条西地区

無回答
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④ 住宅のタイプ 

回答者の住宅のタイプでは、「持家（一戸建て住宅）」が最も多く、次いで「民間借家（共

同住宅等）」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 居住歴 

回答者の居住歴では、「昭和 50 年以前」が最も多く、次いで「平成 28 年以降」となっ

ています。 

 

 

 

  

図 3-4 回答者の住居のタイプ 

図 3-5 回答者の居住歴 
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無回答
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市営住宅

県営住宅

社宅・官舎・寮

その他

無回答
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38.7

24.5

38.2

10.7
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23.6

27.3

23.5

32.9
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23.1

19.8

28.3

35.4

14.4

22.3

13.9

36.4

24.5

30.2

29.1

23.6

13.7

16.4

9.0

19.3

23.4

17.1

12.6

9.9

3.9

10.7

3.4

12.9

9.4

12.3

5.6

5.2

2.0

2.5

2.7

3.0

2.9

3.0

2.7

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住宅の広さや部屋数、間取りについて

断熱性や遮音性について

日当たりや風通しについて

高齢者や身体障害者対策について

建物の状態について（痛み具合等）

建物の地震に対する耐震性について

外観のデザイン

総合的な住宅の住み良さ

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

(n=791)

２ 調査結果の概要  

（１）現在の居住状況 

① 住宅の満足度 

 状 況  住宅について、「建物の状態（痛み具合等）」、「高齢者や身体障害者対策」

を不満としている割合が高くなっています。 

住宅の満足度では、「日当たりや風通しについて」が、満足及びやや満足を合わせて

71.1%と最も高く、次いで、「住宅の広さや部屋数、間取りについて」、「総合的な住宅の住

み良さ」が、それぞれ 66.0％、59.0％となっています。 

一方、不満の割合では、「建物の状態について（痛み具合等）」、「高齢者や身体障害者対策

について」が、不満及びやや不満を合わせて、それぞれ 32.8％、32.2％と高い割合とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-6 住宅の満足度 
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② 住環境の満足度 

 状 況  住環境について、「周辺の緑や空気などの自然環境」、「上水道の安定供給

や下水道の整備」を満足とし、「公共交通機関の便」や「娯楽や余暇の場」

を不満としている割合が高くなっています。 

住環境に対する満足度では、「周辺の緑や空気などの自然環境」、「上水道の安定供給や下

水道の整備」で、満足及びやや満足を合わせた割合が７割以上となっています。 

一方、「公共交通機関の便」、「娯楽や余暇の場」で、不満及びやや不満を合わせた割合が

高くなっています。 

なお、居住環境の総合評価では、５割以上が満足又はやや満足と回答しており、不満又

はやや不満の割合は、全体の１割程度にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 住環境の満足度 
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公共交通機関の便

道路の整備状況

上水道の安定供給や下水道の整備

日常的な買い物のしやすさ

市役所の利便性
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教育・文化施設の利便性

郵便局・銀行等の利便性
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娯楽や余暇の場

防犯・防災等の安全性
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街並みの美しさ

ゴミ処理等衛生面

地域コミュニティ活動、近所付き合い

居住環境の総合評価

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

(n=791)
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（２）将来の居住意向 

① 居住継続のための重要な要素 

 状 況  全体の約５割が、居住を継続するためにはバリアフリー化や耐震性の確

保が重要としています。 

また、子育て世代の約５割が、ゆとりのある間取りや住宅の広さが重要

としています。 

居住を継続するための重要な要素では、全体として「バリアフリー化」や「地震に対する

耐震性の確保」の割合が高くなっていますが、２０歳から３９歳までの子育て世代では、

「ゆとりのある間取りや住宅の広さ」や「手頃な価格で購入できる」の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7

33.8

10.4

30.6

48.8

32.5

8.5

12.8

25.7

2.7

3.4

27.8

53.5

8.3

34.0

41.0

31.9

20.8

6.9

41.7

0.7

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

バリアフリー化

ゆとりのある間取りや住宅の広さ

二世帯（三世帯）住宅

防犯面が優れている

地震に対する耐震性の確保

省エネ対策やランニングコスト

外観のデザイン

花や緑のある庭や庭園付きの住宅

手頃な価格で購入できる

その他

無回答

全体(n=719) 子育て世代(n=144)

図 3-8 居住継続のための重要な要素 

※複数回答 
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（３）市の住宅施策 

① 住宅施策の「重要度」「満足度」 

 状 況  強化が必要な住宅施策は、「地震に対する住宅の耐震化への支援」、「空家

の有効活用に対する支援」「空家等に関する情報提供・相談窓口の充実」

の３項目となっています。 

市が取り組む住宅施策の重要度と満足度について、「高齢者・身体障害者向けの住宅整備・

改修への支援」は重要度・満足度共に高く、「地震に対する住宅の耐震化への支援」、「空家

の有効活用に対する支援」及び「空家等に関する情報提供・相談窓口の充実」は、重要度は

高いものの、満足度が低くなっています。 

また、「若年世帯向け持家取得に対する支援」及び「若年単身者に対する住宅支援」につ

いては、重要度・満足度共に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-9 市の住宅施策の「重要度」「満足度」 
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4 6 8 10 12 14 16

高
い←

 
 

重
要
度 

 
→

低
い 

高齢者・身体障害者向けの
住宅整備・改修への支援 

地震に対する住宅
の耐震化への支援 

空家の有効活用
に対する支援 

空家等に関する情報
提供・相談窓口の充実 

若年世帯向けの持家
取得に対する支援 

新婚世帯に対する
住宅支援 

低い←  満足度  →高い 

アパート等の民間賃貸
住宅の整備促進 

若年単身者に対
する住宅支援 

≪強化が必要な施策≫ ≪引き続き推進すべき施策≫ 

≪維持・継続すべき施策≫ ≪再検討が必要な施策≫ 
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② 耐震診断の実施有無等 

 状 況  耐震診断を受けたことがない割合は約７割で、そのうちの約３割は経済

面を理由としています。 

持家の耐震診断の実施有無では、「受けたことがない」が 67.9％と多くなっています。 

耐震診断を受けない理由では、約３割が「耐震性が確保されている」と回答し、「費用が

かかる」や「耐震改修費用がない」といった経済面を理由とする割合も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.4

14.3

11.9

15.8

11.0

1.1

4.7

6.3

2.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

耐震性が確保されている

耐震性が低いとわかっている

費用がかかる

耐震改修費用がない

依頼方法がわからない

建替の予定がある

相続する家族がいない

その他

無回答
(n=537)

図 3-10 耐震診断の状況 

図 3-11 耐震診断を受けない理由 

15.7 67.9 16.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

耐震診の

実施有無

受けたことがある 受けたことがない 無回答
(n=791) 
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③ 省エネ設備等の導入状況 

 状 況  エコキュートなどのヒートポンプシステムや二重サッシの断熱窓等の省

エネ設備の導入が進んでいます。 

住宅の省エネ・再エネ設備の導入状況では、「ヒートポンプシステム（エコキュートなど）」

や「断熱窓（ペアガラス、二重サッシ）」等の省エネ設備の導入率が 3 割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.6

3.5

1.5

41.3

3.3

31.0

1.6

0.5

0.3

0.5

1.0

1.3

1.6

1.8

1.3

23.9

20.7

17.8

30.2

18.7

37.8

31.1

32.5

50.6

65.1

71.0

54.5

29.1

45.4

27.4

52.8

8.5

10.4

10.6

12.8

9.6

11.9

8.7

11.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電システム

太陽熱温水器

家庭用風力発電システム

家庭用燃料電池システム（エネファームなど）

ヒートポンプシステム（エコキュートなど）

家庭用蓄電池

断熱窓（ペアガラス、二重サッシ）

ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）

すでに導入している 導入を予定、検討している 興味があるが、できていない 導入したいと思わない 無回答

(n=791)

図 3-12 省エネ設備等の導入状況 
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④ 市営住宅の必要性 

 状 況  市営住宅は、約７割が「低額所得者用の住宅として必要」とし、約３割

が「若年世帯の持家までの住宅として必要」としています。 

市営住宅の必要性では、約７割が「低額所得者用の住宅として必要」と回答しています

が、「若年世帯の持家までの住宅として必要」、「高齢者用住宅として必要」、「単身者用住宅

として必要」と回答した割合も２～３割程度ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 市営住宅の必要性について 

※複数回答 

(n=791)

＜下三草団地＞               ＜小元団地＞ 

67.0

5.9

29.6

8.5

25.2

19.8

5.2

2.8

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

低額所得者用の住宅として必要

民間住宅数が不十分なので必要

若年世帯の持家までの住宅として必要

障害者用住宅として必要

高齢者用住宅として必要

単身者用住宅として必要

民間の住宅があるので必要ない

その他

無回答
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第４章 加東市住生活基本計画（前計画）のふりかえり 

１ 具体施策の取組状況  

前計画では、３つの基本目標に対し９つの施策方針を掲げ、各施策方針に対応した 19 の

具体施策を設定しました。 

具体施策の取組状況は、次表のとおりです。 

 

 

基本目標 施策方針 具体施策 取組 

誰もが安心

して暮らせ

る住まいづ

くり 

住宅セーフティネッ

トの構築 
①市営住宅における入居優先枠の実施の検討 ○ 

②市営住宅入居世帯の規模等に配慮した住み替えの促進 ○ 

公営住宅の整備等 ③計画的な改善・維持修繕・建替等の推進 ○ 

④公営住宅のバリアフリー改修の促進 ○ 

⑤公営住宅の指定管理者制度等の導入検討 ○ 

高齢者や子育て世帯

等への住宅確保支援 
⑥高齢者や障害者対応住宅の普及のための相談窓口の設置検討 ○ 

⑦市営住宅における子育て世帯を対象とした団地間・住棟間住み替

えの促進 
○ 

安全で魅力

あふれる住

まい・まち

づくり 

災害や犯罪に強い住

まい・まちづくり 
⑧耐震診断、耐震改修の促進 ○ 

⑨防犯優良マンション認定制度等の防犯対策制度の普及 × 

⑩空き家に対する適正な維持管理の働きかけ ○ 

ユニバーサルデザイ

ンの住まい・まちづ

くり 

⑪人生 80 年いきいき住宅助成事業を活用したバリアフリー改修等

の推進 
○ 

土地区画整理事業等

の促進による魅力あ

る住宅地の提供 

⑫東条地域の「天神東掎鹿谷土地区画整理事業」の促進 ○ 

⑬東条地域の「ひょうご東条ニュータウンインターパーク土地区画

整理事業」の促進 
○ 

⑭社地域の梶原地区及び社西部地区における土地区画整理事業等

の導入検討 
× 

⑮滝野地域の北野地区における土地区画整理事業等の導入検討 × 

⑯滝野地域及び社地域の密集市街地の改善に向けた事業検討 × 

教育機関と連携した

魅力的な住まい・ま

ちづくり 

⑰兵庫県加東市と国立大学法人兵庫教育大学との連携協力に関す

る協定に基づく、まちづくりのための連携 
○ 

環境と共生

し地域特性

を活かした

住まい・ま

ちづくり 

環境と共生する住ま

いづくり 
⑱環境共生型の住宅づくりの普及啓発 ○ 

地域の特性を活かし

た美しいまちなみづ

くり 

⑲地区計画・建築協定等の活用 ○ 

 

表 4-1 前計画の取組状況 

取組：○実施済み、×未実施 
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２ 成果と今後の課題  

前計画では、設定した 19 の具体施策に対して 15 項目について実施できましたが、４

つの項目が未実施となりました。 

各具体施策に対する成果と今後の課題を整理すると、次のとおりとなります。 

（１）基本目標１：誰もが安心して暮らせる住まいづくり 

具体施策 成果と今後の課題 

① 市営住宅における入居優先枠

の実施の検討 

入居を希望される方で高齢者・障害者・子育て世帯・外

国人等の優先入居の検討を行いました。しかし、優先入居

対象者の割合が多いことから、今後は、あらかじめ優先枠

を設けた募集を実施するのではなく、入居希望者に対して

居住者ニーズに合った供給方法について検討する等、住宅

セーフティネットの強化が必要です。 

② 市営住宅入居世帯の規模等に

配慮した住み替えの促進 

子の出生・成長による同居人数の増減や、身体の機能上

の制限を受け、住宅の住み替えが必要な場合は、必要に応

じて住み替えを実施しました。 

③ 計画的な改善・維持修繕・建替

等の推進 

市営住宅長寿命化計画や公共施設等総合管理計画に基

づき計画的な修繕及び市営住宅の整備を実施しました。

（６団地 16 棟） 

そのうち、老朽化が著しかった小元団地について建替事

業を実施し、新たに 48 戸の居住性が優れた住宅を確保しま

した。 

④ 公営住宅のバリアフリー改修

の促進 

入居者の高齢化に伴うバリアフリー化の実施（ユニット

バス化）を行い、居住性の向上を図りました。 

今後は、３点給湯の整備などの現在の生活スタイルにあ

った居住性の向上が必要です。 

⑤ 公営住宅の指定管理者制度等

の導入検討 

本市では市営住宅の管理戸数が少なく、老朽化した政策

空家が多いことから、現状での導入は難しいと判断しまし

た。 

そのため、今後の市営住宅の状況を総合的に踏まえて、

必要に応じて検討します。 

⑥ 高齢者や障害者対応住宅の普

及のための相談窓口の設置検

討 

高齢者や障害者対応住宅の情報提供として、健康福祉部

と連携を行い、高齢者・障害者が入居できる市営住宅を案

内しました。 

⑦ 市営住宅における子育て世帯

を対象とした団地間・住棟間住

み替えの促進 

子の出生・成長による同居人数の増減や、身体の機能上

の制限を受け、住宅の住み替えが必要な場合は、必要に応

じて住み替えを実施しました。【再掲】 
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（２）基本目標２：安全で魅力あふれる住まい・まちづくり 

具体施策 成果と今後の課題 

⑧ 耐震診断、耐震改修の促進 市内各所への耐震診断 PR を行った結果、平成 27 年度

からの６年間において 90 戸（木造：85 戸、非木造：５

戸）の耐震診断に対する補助を実施しました。あわせて、

耐震改修工事費用や建替費用の補助を行う等、住宅ストッ

クの耐震化を推進しました。 

⑨ 防犯優良マンション認定制度

等の防犯対策制度の普及 

認定制度は平成 20 年から運用され、人口が多い市では

認定を受けられている場合もありますが、本市においては

需要が少ないため未実施となりました。 

⑩ 空き家に対する適正な維持管

理の働きかけ 

平成 29 年度に「加東市空家等対策計画」を策定し、空

家等の発生抑制、管理不全な空家等の防止・解消、空家等

の有効活用、推進体制の構築の４つの柱で施策を展開して

います。 

⑪ 人生 80 年いきいき住宅助成

事業を活用したバリアフリー

改修等の推進 

平成 25 年度に公園トイレのバリアフリー化、市街地内

の市道の歩行帯整備（カラー舗装）を、令和 2 年度に社地

区内のトイレのバリアフリー化に対して補助しました。 

また、住宅については、高齢者や障害者が住み慣れた住

宅で安心して健やかに生活が送れるように、玄関・廊下・

浴室・トイレ等の手すり設置や段差解消に補助しました。 

（令和 2 年度：一般型 3 件・特別型 9 件を実施） 

⑫ 東条地域の「天神東掎鹿谷土地

区画整理事業」の促進 

東条地域の「天神東掎鹿谷土地区画整理事業」として、

平成 21 年に仮換地指定後、基盤整備工事を完了させ、保

留地販売に取り組みました。 

⑬ 東条地域の「ひょうご東条ニュ

ータウンインターパーク土地

区画整理事業」の促進 

公園や交流施設を整備し、平成 29 年に用地が完売しま

した。 

また、事業開始から令和 2 年度までに人口が 1,877 人

増加しました。 

⑭ 社地域の梶原地区及び社西部

地区における土地区画整理事

業等の導入検討 

両地区共に土地区画整理事業は未実施です。 

梶原地区では民間開発が実施された結果、人口が 152

人増加（平成 25 年３月～令和 3 年３月）しました。 

社西部地区では市道を整備し、民間開発が実施されてい

ます。 

⑮ 滝野地域の北野地区における

土地区画整理事業等の導入検

討 

土地区画整理事業は未実施です。しかし、民間開発が実

施された結果、人口が 210 人増加（平成 25 年３月～令

和 3 年３月）しました。 

 

 

 

【未実施】 

【未実施】 

【未実施】 
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具体施策 成果と今後の課題 

⑯ 滝野地域及び社地域の密集市

街地の改善に向けた事業検討 

両地域共に改善に向けた事業は未実施となりましたが、

建築物の新築・増築・改築においては、それぞれの地域の

用途ごとに都市計画法・建築基準法に適合した建築や道路

幅員の確保などを推進しています。 

⑰ 兵庫県加東市と国立大学法人

兵庫教育大学との連携協力に

関する協定に基づく、まちづく

りのための連携 

協定に基づいた連携については、関係各課が大学と調整

の上、各種取組を推進している状況です。 

 

（３）基本目標３：環境と共生し地域特性を活かした住まい・まちづくり 

具体施策 成果と今後の課題 

⑱ 環境共生型の住宅づくりの普

及啓発 

平成 23 年度から平成 27 年度までは住宅用太陽光発

電システム設置補助金を、平成 28 年度からはエコハウス

設備設置補助金を交付し、市内住宅への省エネ・創エネ・

蓄エネ設備の導入を推進しています。 

また、市が実施する環境関連イベントにおいても、住宅

への省エネ・創エネ・蓄エネ設備の導入、環境にやさしい

ライフスタイルの選択等に関する普及啓発活動を行って

います。 

⑲ 地区計画・建築協定等の活用 自然景観と調和した住まい・まちづくりとして、天神・

掎鹿谷地区の土地区画整理地内において、地域産業の振興

を図りつつ、周辺環境と調和のとれた良好な住環境を形成

するため、「天神東掎鹿谷地区地区計画」を決定しました。

（平成 26 年 3 月 24 日） 

また、高岡地区の一部の既存事業所集積地において、地

域産業振興のため、工業土地利用を促進することを目的と

した「高岡地区地区計画」を決定（平成 30 年 3 月 27

日）するとともに、社地区において、まちの拠点として都

市機能を集積するため、「矢ノ元地区地区計画」を決定し

ました。（令和 3 年 3 月 31 日）。 

 

 

 

 

【未実施】 
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第５章 計画策定に向けた課題 

これまでに整理した本市における住まい・住環境の現状や、市民アンケート調査結果を

踏まえ、本市の住宅政策を推進するための主な課題は、次のとおりです。 

 

課題１ 災害に強い住まい・まちづくり 

南海トラフ地震のマグニチュード 8～9 クラスの地震の 30 年以内の発生確率が 70～

80％と予測されるなど、大規模な自然災害に対して住まいや地域の安全の確保に向けた取

組が一層求められています。 

本市では、昭和５５年以前に旧耐震基準で建築された住宅が、全体の約１／４を占めて

おり、住宅の耐震化率は、平成 30 年度時点で 86.5％にとどまっています。また、市民ア

ンケート調査の結果からは、耐震化の重要性が認識されているものの、耐震診断の実施率

は約３割となっています。 

市民が住み慣れた地域で安全に暮らし続けられるように引き続き耐震化を促進するとと

もに、耐震性、耐久性、そして安全性に優れた住宅の整備や制度の周知等を関係部署と連

携して取り組んでいくことが必要です。 

加えて、災害時には速やかに応急仮設住宅を整備・確保できるよう、常に応急仮設住宅

候補地を把握しておくことが重要です。 

 

課題２ 空家の適正な維持管理・利活用 

本市の空家は、平成 30 年 10 月時点で 4,460 戸あり、空家率は 22.1％と周辺市町と

比べても高い値となっています。これは、東条東地区や米田地区での二次的住宅の空家が

多くなっていることが一因ですが、これらの空家を除いても、周辺市町と同程度の空家が

発生しています。 

空家は、適正に管理されないと、防災、防犯、衛生、景観面で支障をきたすとともに、近

隣トラブルの原因となります。 

市民アンケート調査の結果においても、「空家の有効活用に対する支援」や「空家等に関

する情報提供・相談窓口の充実」に対する取組の強化が必要であるとする割合が高くなっ

ています。 

こうしたことから、空家対策については、空家の発生抑制や管理不全な空家等の解消だ
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けでなく、市内の不動産関係団体等と連携した空家の利活用を促進するなど、多角的に進

めていくことが重要です。 

 

課題３ 重層的な住宅セーフティネット機能の強化 

住宅セーフティネット機能とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律（以下「住宅セーフティネット法」という。）において、低額所得者、高齢者、子

育て世帯や外国人等の民間賃貸住宅の入居を制限されるおそれのある者を「住宅確保要配

慮者」とし、市営住宅をはじめ入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度を活用し居住の支

援を行うものです。 

その機能の中核を担う市営住宅においては、適正に維持管理するとともに、現在の生活

スタイルにあわせた住戸改修を進めるなど、住宅確保要配慮者が健康で文化的な生活を営

める住宅となるように改善していく必要があります。 

本市では、ひとり親世帯や高齢者単身世帯、外国人等の住宅確保要配慮者や最低居住面

積水準未満の住まいに居住する者が増加傾向であり、今後ますます住宅セーフティネット

機能が重要になると捉えています。 

加えて、民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の居住支援に取り組むなど、重層的な住宅

セーフティネットを構築し、安心して暮らせる住まいづくりを進めていくことが求められ

ています。 

 

課題４ 人口構造・世帯の変化に対応した住宅施策の展開 

現在の本市の人口構造は、生産年齢人口が約６割、年少人口が約１割、高齢者人口が約

３割となっています。人口減少に加え、将来的には一層高齢者人口が増加し、生産年齢人

口と年少人口は共に減少することが予測されます。 

また、核家族化の進展や高齢者をはじめ一人暮らしの増加による世帯の小規模化などに

より、住宅ニーズの変化も将来的に想定されます。 

そのため、高齢者を対象としたバリアフリー改修の促進や、働く世帯や新婚世帯への住

宅取得支援、さらには、新たな需要に対応した住まいや宅地供給を検討するなど、今後の

人口構造・世帯の変化を見据えた柔軟な住宅施策を進めて行くことが必要です。 
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課題５ 良質な住宅ストックの確保と環境対策 

本市の住宅ストックは、６割以上が戸建て住宅であり、持家・借家別では、民営借家の割

合が増加しているものの、依然として全体の約２／３が持家となっています。また、世帯

の類型では、３世代世帯が減少傾向で、夫婦と子ども世帯は増加しています。そのために、

世代が交代したり世帯の類型が変化しても長く住み続けられるように、様々な生活スタイ

ルに応じた良質な住宅ストックの形成と流通する仕組みづくりを、民間事業者と連携して

取り組んでいくことが重要です。 

さらに、市民アンケート調査の結果では、省エネ設備の導入について「興味があるが、で

きていない」との回答も少なくない状況です。したがって、環境への配慮やライフサイク

ルコストの軽減を目的として、省エネ設備の導入について更なる支援制度を検討していく

必要があります。 

 

課題６ 社会環境の変化への対応 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、多様な働き方や暮らし方への転換が進み、暮ら

し方や生き方そのものについて新たな価値観が生まれています。 

こうした社会の大きな変化は、ICT・IoT 等を活用した時間、場所にとらわれない働きや

すい住環境を求め、二地域居住や地方居住などの定住・移住や地域の活性化などの可能性

を高めている状況と捉えられることから、新たなニーズに対応した住宅施策を将来的に検

討していく必要があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《余白ページ》 
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第６章 計画の基本方針 

１ 基本理念と基本目標 

（１）基本理念 

第２次加東市総合計画基本構想（平成 30 年度～令和９年度）では、「山よし！技よし！

文化よし！夢がきらめく☆元気なまち 加東」をまちの将来像に掲げ、これを実現するため

の基本的な方向性として、「ひとづくり」・「くらしづくり」・「まちづくり」と、効率的かつ

効果的で持続可能な「行政経営」を加えた「協働」によるまちづくりの推進を掲げていま

す。 

住まい・住環境の分野においても、子育て世代や住宅確保要配慮者への支援等による「ひ

と」との関わり、社会環境の変化や人口構造の変化が及ぼす「くらし」との関わり、災害や

空家対策等による「まちづくり」との関わりなど、様々な場面で「ひと」・「くらし」・「まち」

と連動した取組が必要です。 

こうしたことから、本計画の基本理念を次のとおり掲げ、より効率的で効果的な住宅政

策を展開することで、住まい・住環境の分野において本市が目指すまちづくりの実現につ

なげていきます。 

 

 

 

 

さらに、本理念に基づき、本計画に掲げる様々な住宅施策、取組を着実に進めることで、

国際社会共通の目標である「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献していくことを

目指します。 

 

 

 

 

 

 

  

だれもが健やかに暮らし続けられる住みよいまち 加東 

～安全・安心・快適な住まい・住環境を目指して～ 

SDGs とは、2015 年９

月の国際サミットにおけ

る 2030 年までの長期的

な開発の指針に示された

国際社会共通の「持続可能

な開発目標」であり、「持続

可能で、誰一人取り残さな

い」社会の実現のため、17

のゴールと 169 のターゲ

ットを定めたものです。 

〔参考：SDGs とは〕

基本理念 
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（２）基本目標 

本市の住まい・住環境分野における課題を認識した上で、基本理念を実現するため、多

様な主体と協働し、以下の３つの基本目標を推進します。 

加えて、SDGｓの達成に向けて、各基本目標に関連する主なゴールを示します。 

 

 

 

 

 
 

   

南海トラフ地震などの自然災害への備えとして、住宅の耐震化や、災害時には速やかに

応急仮設住宅が確保できるよう大規模災害へ備えた対策を推進します。 

また、管理不全の空家等の適正な管理や住まいの防犯対策を推進することで、地域コミ

ュニティの防災、防犯、衛生、景観面で維持・向上を図り、誰もが安全に暮らせる住まい・

住環境づくりを実現します。 

 

 

 

 

 
 
   

ひとり親、高齢者、最低居住面積水準未満世帯や外国人の増加

などから、住宅セーフティネット機能の重要性が増しています。 

そのため、その中核となる市営住宅の適正な維持管理やライフスタイルの変化等に応じ

た計画的な住宅改修を実施するとともに、民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の居住支援

に取り組むなど、重層的な住宅セーフティネット機能の強化に取り組みます。 

また、人口構造の変化にあわせた住宅改修の支援や働く世代・新婚世帯への住宅取得支

援等を通して、若者から高齢者までだれもが安心して暮らせる住まい・住環境づくりを実

現します。 

  

基本目標２ だれもが安心して暮らせる 
 住まい・住環境づくり 

基本目標１ 災害に強く安全に暮らせる 
 住まい・住環境づくり 
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本市では、３世代世帯は減少傾向にあるものの、夫婦と子ども

世帯は増加しているなど世帯の類型が様々に変化していること

から、世帯の状況に応じた様々な良質な住宅ストックの提供に取 

 り組みます。 

また、市民のニーズが高まっている省エネ、創エネ、蓄エネなどの環境に配慮した持続

可能な住まいづくりを推進するとともに、市街地形成による住環境の向上や、空家を利活

用した住宅施策を展開します。 

さらに、新しい生活様式や新しい働き方の定着といった「新たな日常」を踏まえ、多様化

する住まい・住環境のニーズに対する住宅施策を展開することで、だれもが快適に暮らせ

る魅力あふれる住まい・住環境づくりを実現します。 

 

 

 

 

  

基本目標３ 持続可能でだれもが快適に暮らせる 
魅力あふれる住まい・住環境づくり 
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２ 施策体系と基本施策 

（１）施策体系 

基本理念の実現に向けた施策体系を次のとおりとし、11 の基本施策を展開します。 

 

基本 

理念 
 基本目標   基本施策 

      

だ
れ
も
が
健
や
か
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
住
み
よ
い
ま
ち 

加
東 

～
安
全
・
安
心
・
快
適
な
住
ま
い
・
住
環
境
を
目
指
し
て
～ 

 

基本目標１  

災害に強く安全に
暮らせる住まい・住
環境づくり 

  

① 災害に強い住まい・まちづくりの推進 
  

   

② 防犯体制の整った住まいづくりの推進 
   

   

③ 空家の適正管理の推進 
  

    
 

 

基本目標２ 

だれもが安心して
暮らせる住まい・住
環境づくり 

  
① 市営住宅の適正運営と効率的かつ 

効果的な活用   

   
② 様々な主体との連携による住宅 

セーフティネット機能の強化    

   

③ 高齢者・障害者等の住環境の形成 
  

    
 

 

基本目標３ 

持続可能でだれも
が快適に暮らせる
魅力あふれる住ま
い・住環境づくり 

  

① 良質な住宅ストックの形成 
  

   
② 地域の状況に応じた住まいづくりの 

推進   

   

③ 良好な市街地形成による住環境の向上 
   

   
④ 子育て世代や若者の定住・移住 

の促進   

   

⑤ 空家の利活用の推進 
  

 
 
  

重 点 

重 点 

重 点 

重 点 
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（２）基本施策 

 

 

① 災害に強い住まい・まちづくりの推進 

地震に強い住宅ストックの形成を促進するため、昭和 5５年以前の旧耐震基準住宅に対

する耐震化の支援と支援制度の PR を推進します。また、大規模な災害発生時に必要とな

る住まいでは、加東市地域防災計画に基づき住まいを確保します。 

 

具体施策 

●耐震診断、耐震改修の促進【拡充】 

耐震診断助成制度の普及啓発を推進し、耐震性が低いと診断された旧耐

震基準住宅の耐震性を確保するため、耐震改修計画の策定、耐震改修工事、

建替えを行う費用の支援制度を継続するとともに、制度の更なる活用のた

めの PR を充実します。 

●災害時の速やかな住まいの確保【継続】 

大規模災害発生時には、加東市地域防災計画に基づき、速やかに応急仮設

住宅による住まいが確保できるよう、関係部署との連携により、建設可能な

土地及び戸数を常に把握します。 

 

② 防犯体制の整った住まいづくりの推進 

住宅の防犯対策制度の啓発や地域の防犯性の向上を図るとともに、警察との連携により、

地域住民による防犯活動の支援・啓発を推進します。 

 

具体施策 

●住まいの防犯対策の啓発【継続】 

犯罪の起こりにくい住まい・住環境を形成するため、住宅における防犯へ

の配慮事項を示した「犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備等

に関する指針」や犯罪に遭いにくい構造・設備の普及啓発を図ります。 

 

  

■基本目標１ 災害に強く安全に暮らせる住まい・住環境づくり 
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③ 空家の適正管理の推進   

加東市空家等対策計画に基づき、空家の発生抑制や管理不全な空家等の解消に取り組み

ます。 

 

具体施策 

●「空家等対策計画」に基づく空家の適正管理の推進【拡充】 

空家等になる前に、ホームページや市広報等を利用し建築物所有者等へ

の意識啓発を実施するとともに、管理不全な空家等についてはその除却費

用の一部を補助する制度を創設し、実施します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 現状 目標 出典 

住宅の耐震化率 86.5％（H30） 97.0％（R7） 
加東市耐震改修促進

計画 

簡易耐震診断の件数（年間） 14 件（R2） 20 件 実績値 

住宅の耐震化補助の件数（年間） 4 件（R2） ６件 実績値 

第三者に危害を与えるおそれのある 

空家の件数 
39 件（R2） 19 件（Ｒ13） 空家調査結果 

 

  

重 点 
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① 市営住宅の適正運営と効率的かつ効果的な活用 

市営住宅は、住宅確保要配慮者のセーフティネットとしての重要な役割をしっかり果た

すため、適正な修繕及び整備を図りつつ、高齢者や障害者等が安全・安心な日常生活を送

れるよう十分配慮するとともに、入居者の生活スタイルにあわせた住み替えや、時代の変

化に応じた設備への改修を進めます。 

また、入居率・応募率が低く、長期の空室となる団地・住戸の有効活用を図ります。 

 

具体施策 

●市営住宅の公正公平な運営【継続】 

住宅セーフティネットの中核をなす市営住宅は、その重要性を十分に認

識し、住宅確保要配慮者が健康で文化的な生活を営めるように、公正公平に

市営住宅を提供します。 

●市営住宅の計画的な改善・維持修繕等の推進【継続】 

市営住宅長寿命化計画に基づき老朽化対策を進めるとともに、ユニット

バスへの改修や台所・浴室・洗面の 3 点給湯の整備、電気コンロ用コンセ

ントの整備、和室の洋室化、換気扇の設置等、古い建物の設備や仕様を現在

の生活スタイルにあわせて改修をするなど、居住性の向上に取り組みます。 

さらに、現在の立地や利便性、将来の需要等を勘案し、必要に応じて廃止

を進めます。 

●市営住宅のバリアフリー改修の促進【拡充】 

高齢者や障害者に配慮した居室内や共用部分への手すりの設置及び段差

解消、敷地内の段差解消等のバリアフリー化を推進するとともに、必要に応

じて和室の洋室化に取り組みます。 

●市営住宅入居世帯にあわせた住み替えの促進【継続】 

入居している世帯が、子の出生・成長等による同居人数の増減や身体の機

能上の制限を受け、住宅の住み替えが必要な場合に、必要に応じて団地間・

住棟間での住み替えを促進します。 

●団地別・住棟別の活用方針の検討【新規】 

市街地から離れた利便性の低い団地や、４人世帯以上で入居可能な住戸

の需要低下により、長期の空室となる場合は、お試し居住や学生用・外国人

用のシェアハウス等として、目的外での使用を検討します。 

 

■基本目標２ だれもが安心して暮らせる住まい・住環境づくり 
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② 様々な主体との連携による住宅セーフティネット機能の強化  

入居を拒まない賃貸住宅の登録制度（セーフティネット住宅登録制度）の普及を図り、

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するとともに、外国人の受け入れ・

共生を図ります。 

 

具体施策 

●住宅確保要配慮者の居住支援（仕組みづくり）の検討【新規】 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、市

と不動産関係団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸

人の双方に対して、住宅情報の提供等の支援を実施する居住支援の仕組み

づくりを検討し、実施します。 

●入居・住まいに関する多言語での情報提供【拡充】 

増加する外国人との共生を図るため、不動産関係団体等と連携し、多言語

による情報提供や住まい方のマナー・ルール等を記したパンフレットを発

行します。 

●住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅登録制度の周知【新規】 

住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅登録制度の周知を図り、住宅確保要配

慮者の入居を拒まない賃貸住宅としての登録を促進します。 

 

③ 高齢者・障害者等の住環境の形成 

高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して健やかに生活が送れるようにバリアフリー

等の改修を誘導するため、改修へのアドバイスや支援制度の紹介等を実施する相談体制の

強化に取り組みます。 

 

具体施策 

●人生いきいき住宅助成事業を活用したバリアフリー改修等の推進【継続】 

関係部署と連携し、高齢者や障害者が居住する住宅の玄関・廊下・浴室・

トイレ等の手すり設置や段差解消を実施する「加東市人生いきいき住宅助

成事業」を普及啓発します。 

●高齢者や障害者対応住宅の普及のための相談対応【継続】 

加東市住まいの改良相談員と連携し、高齢者や障害者が居住する住宅の

バリアフリー化への支援・改修へのアドバイスや支援制度の紹介などの、本

市における相談体制の強化を図ります。 

  

重 点 
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KPI（重要業績評価指標） 現状 目標 出典 

高齢者のいる世帯における一定のバリ

アフリー設備がある割合 
52.8％（Ｈ30） 60.0％（R13） 住宅・土地統計調査 

市営住宅のバリアフリー化率 

（市営住宅のバリアフリーの目標戸数

を分母とする） 

50.0％（R4） 100％（Ｒ13） 実績値 

セーフティネット住宅の登録戸数 

（累計） 
363 戸（R2） 700 戸（Ｒ13） 

兵庫県住宅建築 

総合センター 

地域コミュニティ活動・近所付き合い満

足度 
43.3％（R3） 60.0％（R13） アンケート結果 

注：一定のバリアフリー設備とは、２か所以上の手すりの設置もしくは段差のない屋内のことをいいます。 

市営住宅のバリアフリー化率の目標は、市のバリアフリー化の目標戸数（109 戸）を分母としています。 
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① 良質な住宅ストックの形成 

省エネ、創エネ、蓄エネに配慮した住宅の建築・改修及び設備の導入について普及啓発

することで、環境にやさしい良質な住宅ストックの形成を図ります。 

 

具体施策 

●環境にやさしい住宅づくりの普及啓発【拡充】 

関係部署と連携し、環境に配慮した省エネ設備の導入を支援する「加東市

エコハウス設備設置補助金」や環境共生住宅（「地球環境の保全」、「周辺環

境との親和」、「健康で快適な居住環境」の３要素を満たす住宅）、環境にや

さしいライフスタイルの選択等について、市が実施する環境イベント等に

おいて、普及啓発します。 

 

② 地域の状況に応じた住まいづくりの推進 

市街化調整区域において豊かな自然を維持保全しつつ、地域活力の維持を図るために、

新規居住者の住宅区域の指定を促進します。 

 

具体施策 

●市街化調整区域における「新規居住者の住宅区域」の指定【新規】 

市街化を抑制すべき市街化調整区域内で、人口が減少している地域の課

題を解決するため、兵庫県で創設された「特別指定区域」制度を活用して新

規居住者を受け入れることにより、地域活力を維持します。 

 
 

  

■基本目標３ 持続可能でだれもが快適に暮らせる魅力あふれる 
住まい・住環境づくり 
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③ 良好な市街地形成による住環境の向上 

市街地などにおいて、火災や地震に対し安全・安心な住環境の創出に努め、周辺地域か

ら選ばれる魅力ある居住地の形成を目指します。 

 

具体施策 

●地区計画・建築協定等の活用・自然環境と調和した住まい【継続】 

地区計画や建築協定等を活用し、地域の人々に潤いと安らぎを与える魅

力あるまちなみを誘導するとともに、自然景観と調和した住まい・住環境づ

くりに取り組みます。 

●新たな需要に対応した宅地供給の検討【継続】 

密集市街地の改善や人口及び世帯の増加が見込まれる地区での計画的な

市街地の整備を推進します。 

また、民間主導の開発を喚起するとともに、官民連携のまちづくりを推進

するための調査・研究を行います。 

 

④ 子育て世代や若者の定住・移住の促進  

働く世代や新婚世帯の本市への定住・移住を促進するとともに、兵庫教育大学等の学生

との地域の交流や、社会教育分野での協働を通して、若者が集い活動するなど、活力ある

まちづくりを推進します。 

 

具体施策 

●働く世代、新婚世帯への住宅取得支援【拡充】 

定住・移住を考えている働く世代や新婚世帯に対し、住宅の取得費用の一

部を補助します。 

また、不動産関係団体と連携し、低廉で良質な既存住宅を流通させるシス

テム構築を検討するとともに、高齢者等が所有する一定の広さがある住宅

を、ゆとりある広さを求める子育て世代に売却・賃貸することで、高齢者・

子育て世代双方のニーズにあった住み替えを促進します。 

さらに、若年世帯が子を産み育てやすい環境として、親からのサポートが

受けられることが挙げられるため、高齢化の進行とともに、親との同居や近

居のニーズが高まった際には、兵庫県の制度や取組を活用し、３世代同居や

近居に対する支援について検討します。 

●大学との連携協力による施策の展開【継続】 

大学の知的財産の活用や学生等と連携し、住宅施策の展開として空家を

学生のシェアハウスや交流の場等としての活用を検討し、学生の地域貢献

によるコミュニティの活性化につなげます。 
  

重 点 
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⑤ 空家の利活用の推進  

兵庫県との連携の下、空家の流動化を促し、有効に活用していくための加東市空家等情

報登録制度「空家バンク」（以下「空家バンク」という。）の積極的な運用を図るとともに、

地域活力の維持・向上を図るため、空家を地域の資源と捉え、定住・移住促進、コミュニテ

ィの場としての活用を図ります。 

 

具体施策 

●民間と連携した空家バンクの円滑な運用【新規】 

空家バンクの登録物件の売買をはじめとした仲介業務や、空家等に係る

賃貸又は売買価格の査定のための物件調査、さらには空家バンク制度の PR

や空家バンクへの登録のあっせん等について、市内の不動産関係団体等と

連携し、空家バンクの充実、円滑な運営に取り組みます。 

●空家を活用した新たなライフスタイルへの対応【新規】 

ポストコロナ時代の働き方・暮らし方の変化に対応して、デジタル通信を

活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能なテレワーク拠点

やサテライトオフィス等としての空家の活用を促進します。 

 

KPI（重要業績評価指標） 現状 目標 出典 

最低居住面積水準未満世帯の割合 7.5％（H30） 5.0％（R10） 住宅・土地統計調査 

定住・移住の補助（働く世

代住宅取得支援事業・結婚

新生活支援補助金）の実績 

利用件数 

（年間） 
28 件（R2） 30 件 実績値 

利用人数 

（年間） 
75 人（R2） 90 人 実績値 

省エネルギー対策をした住宅ストック 

の割合 
28.6％（Ｈ30） 50.0％（R10） 住宅・土地統計調査 

空家バンクの登録件数（累計） 41 戸（Ｒ2） 206 戸（Ｒ13） 実績値 

  

重 点 
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３ 重点施策 

重点施策１ 空家等の適正管理の推進 

 

具体 

施策 

（１）所有者等への意識啓発 

周辺の居住環境に悪影響を及ぼすような空家等になる前に、市広報やチラシの

配布、ホームページ等による情報提供を行い、所有者等の予防意識を啓発します。 

（２）除却費用の補助制度の創設 

管理不全の空家等の除却費用の一部を補助する制度を創設し、実施します。 

 

実

施 

時

期 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 取組内容 

         

 
所有者等への効果
的な意識啓発の検
討・実施 

         

 
管理不全の空家等
の除却費用に対す
る補助の検討・実施 

 

  

本市では、二次的住宅の空家や解体費用が捻出できない等の理由で十分に管理されてい

ない空家等が多くなっています。周辺の住環境に悪影響を及ぼすような空家等になる前

に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「加東市空家等対策計画」に基づき、所有

者等に対して空家等の適正管理や除却を促します。 
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重点施策２ 様々な主体との連携による住宅セーフティネット機能の強化 

 

具体 

施策 

（１）居住支援の仕組みづくり 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、市と不動

産関係団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対

して、住宅情報の提供等の支援を実施する居住支援の仕組みづくりを検討し、実

施します。 

（２）入居・住まいに関する多言語での情報提供 

増加する外国人との共生を図るため、不動産関係団体等と連携し、多言語によ

る情報提供や住まい方のマナー・ルール等を記したパンフレットを発行します。 

（３）住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅登録制度の周知 

住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅登録制度の周知を図り、住宅確保要配慮者の

入居を拒まない賃貸住宅としての登録を促進します。 

 

実

施 

時

期 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 取組内容 

         

 
加東市における居

住環境の実態把握 

         

 不動産関係団体や
居住支援団体との
連携の仕組みづく
り 

         
 

居住支援の仕組み

の活用 

市営住宅は、住宅セーフティネットの中核を担っていますが、住宅確保要配慮者の住宅

セーフティネット機能の強化に当たって、公営住宅（市営住宅・県営住宅）の供給と民間

賃貸住宅の供給による重層的な取組が必要となります。 

住宅確保要配慮者は、家賃滞納に対する不安、身寄りがないことによる緊急時への対応

の不安、生活習慣や言語の相違等により、民間賃貸住宅への入居を拒否されてしまうこと

があります。  

そのため、住宅確保要要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住宅セーフテ

ィネットの一層の強化を図ります。 
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重点施策３ 子育て世代や若者の定住・移住の促進 

 

具体 

施策 

（１）働く世代、新婚世帯への住宅取得支援 

定住・移住を考えている働く世代や新婚世帯に対し、住宅取得の費用の一部を

補助します。 

さらに、若年世帯が子を産み育てやすい環境として、親からのサポートが受け

られることが挙げられるため、高齢化の進行とともに、親との同居や近居のニー

ズが高まった際には、兵庫県の制度や取組を活用し、３世代同居や近居に対する

支援について検討します。 

（２）空家や空室等を活用した住宅施策の展開 

空家を学生のシェアハウスや交流の場として活用し、コミュニティの活性化を

図ることや、学生の地域貢献を条件とした家賃補助の支援を行うこと等、様々な

施策を検討することにより、若者が地域に居住しやすい環境づくりや、若者が集

い・活動することで、活気のあるコミュニティ形成に取り組みます。 

また、不動産関係団体と連携し、低廉で良質な既存住宅を流通させるシステム

構築を検討するとともに、高齢者等が所有する一定の広さがある住宅を、ゆとり

ある広さを求める子育て世代等に売却・賃貸することで、高齢者・子育て世代双方

のニーズにあった住み替えを促進します。 

 

実

施 

時

期 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 取組内容 

         

 住宅取得に係る補
助金の効果的な周
知方法の検討・実
施 

         

 
高齢者・子育て世
帯のニーズに合っ
た住み替えの促進 

 

子育て世代は、子の成長に応じて住宅の間取りや通学の利便性などを理由に住み替えを

行う場合があります。 

また、若年世帯の状況として、３０歳未満の多くが共同住宅に住んでいますが、婚姻を

機に一戸建て住宅に移行していく傾向があります。 

働く世代や新婚世帯に対して、住宅取得の費用の一部を補助することで、本市への定住・

移住を促進します。 
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重点施策４ 空家の利活用の推進 

 

具体 

施策 

（１）民間と連携した空家バンクの円滑な運用 

空家バンクの登録物件の売買をはじめとした仲介業務や、空家に係る賃貸又は

売買価格の査定のための物件調査、さらには空家バンク制度の PR や空家バンク

への登録のあっせん等について、市内の不動産関係団体等と連携し、空家バンク

の充実、円滑な運営に取り組むとともに、空家等対策審議会と連携して、問題解決

に取り組みます。 

（２）空家を活用した新たなライフスタイルへの対応 

ポストコロナ時代の働き方・暮らし方の変化に対応して、デジタル通信を活用

した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能なテレワーク拠点やサテライ

トオフィス等としての空家の活用を促進します。 

（３）空家活用支援事業の推進 

賃貸や売却など空家の利活用を促進するために、空家の所有者等に空家バンク

の物件登録を働きかけるとともに、不動産関係団体と連携し、「空家に住みたい」

「空家を売りたい」双方の希望をかなえる相談会の実施や情報提供の充実に努め

ます。 

また、空家の改修工事費等の一部を補助する空家活用支援事業を周知すること

で、空家を事業所又は地域交流拠点として活用したり若年世帯や子育て世帯が活

用するなど、空家の有効活用を促進します。 

 

実

施 

時

期 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 取組内容 

         

 空家バンクの登録
物件の増加を目的
とした周知の実施 

         

 
空家や住まいに関
する相談会の実施 

         
 不動産関係団体と

の連携の仕組みづ
くり 

兵庫県との連携の下、空家の流動化を促進し、有効に活用していくための空家バンクの

積極的な運用を図るとともに、地域活力の維持・向上を図るため、空家を地域の資源と捉

え、定住・移住促進、コミュニティの場としての活用を図ります。 
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第７章 市営住宅の供給方針 

住宅セーフティネット法に基づく「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する基本的な方針」では、住宅確保要配慮者に対する住宅供給のため、供給の目標設定

や公的賃貸住宅の適切な供給の促進、入居する住宅管理の適正化等の必要な措置を定めて

います。 

そのため、本計画において、本市の住宅セーフティネット機能の中核となる市営住宅の

今後の供給方針について定めます。 

 

１ 特定のニーズを有する要支援世帯の推計 

特定のニーズを有する要支援世帯とは、公営住宅の入居資格世帯数の中でも、世帯の年

間収入や居住面積水準、家賃負担率等の観点から住宅の困窮状況を 4 類型に区分し、各類

型に該当する世帯数を「特定のニーズを有する要支援世帯」としています。 

特定のニーズを有する要支援世帯については、公営住宅による居住の安定の確保を図る

べき世帯として、住宅の供給に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A：世帯の収入階層が低く、最低居住面積水準未満の狭い住宅に居住しているため、最も優先度が高い類型  

B：最低居住面積水準以上の広い住宅に居住しているが、Ａと同等の低額所得階層であり、高家賃負担率以上となってい

るため、優先度が高い類型 

C：著しい困窮年収水準以上の収入階層であるが、最低居住面積水準未満の住宅に居住しているため、優先度が高い類型

D：著しい困窮年収水準以上の収入階層で、最低居住面積水準以上の住宅に居住しているが、高家賃負担率以上となって 

いる類型  

図 7-1 特定のニーズを有する要支援世帯の４類型 

世帯年収

居住面積水準

著しい困窮

年収水準

　　　　　　　　著しい困窮年収水準以上、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

　　　　　　　　著しい困窮年収水準未満、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

最低居住面積水準

うち、高家賃負担率以上

うち、高家賃負担率以上

著しい困窮年収水準以上、

かつ、最低居住面積水準以上

著しい困窮年収水準未満、

かつ、最低居住面積水準以上

A

B

C

D



■■■ 第７章■市営住宅の供給方針 ■■■   

62 

２ 公営住宅の長期的な需要見通し 

住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム（ストック推計プログラム）により算出し

た「特定のニーズを有する要支援世帯」は、令和 7 年に 487 戸でピークに達します。 

一方、その時点において公営住宅数は、県営住宅 150 戸、市営住宅 347 戸、合計 497

戸となり、10 戸の余剰となります。 

さらに、令和 27 年には、特定のニーズを有する要支援世帯が 431 世帯まで減少し、公

営住宅数は 45 戸の余剰が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 7-2 公営住宅と特定のニーズを有する要支援世帯の比較 

（戸） 

特定のニーズ 

を有する 

要支援世帯数 
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３ 市営住宅の供給方針 

公営住宅の長期的な需要見通しでは、計算上は供給過多となりますが、これまでに述べ

てきたとおり市営住宅の平均応募倍率が１.００以上であることや長期間空室となっている

住戸があることから、計画期間中に県営住宅が１５０戸で増減がないことを踏まえ、次の

とおり市営住宅の供給方針を定めます。 

市営住宅は市内に 16 団地ありますが、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の自然災

害のリスクがある区域の住宅も存在します。そのため、安全な市営住宅を提供していくた

めに災害リスクの高い団地や耐震性が確保されていない団地については、入居者の住み替

え後、順次廃止します。 

また、今後も管理していく団地については、計画的な維持管理やユニットバスへの改修、

３点給湯の整備、換気扇の設置等による居住性の向上、高齢化に対応した手すりの設置や

段差の解消によるバリアフリー対応の住戸改修を行いながら、住宅確保要配慮者が健康で

文化的な生活を営むことができるよう、適切な住戸供給を行います。 

なお、計画期間中では 326 戸（12 団地 54 棟）の住戸を管理・供給することを目標と

しますが、社会情勢の変化や住宅確保要配慮者の変化に対応するため、必要に応じて供給

量の見直し、民間賃貸住宅の家賃補助や空室の目的外使用を検討します。 

 

  



■■■ 第７章■市営住宅の供給方針 ■■■   

64 

 

No. 団地名 

現在の 

管理戸数 

目標の 

管理戸数 
令和１３年までの 

計画 
棟数 戸数 棟数 戸数 

1 小元団地 8 48 8 48 計画修繕 

2 鴨川団地 4 8 4 8 個別改善 

3 嬉野台団地 9 81 9 81 個別改善 

4 
家原団地（北） 2 18 2 18 個別改善 

家原団地（南） 5 45 5 45 個別改善 

5 下三草団地 3 27 3 27 個別改善 

6 平安団地 6 20 － － 廃止 

7 岩の花団地 2 13 2 13 個別改善 

8 光明寺団地 1 1 － － 廃止 

9 春日団地 15 15 － － 廃止 

10 河高団地 2 24 2 24 個別改善 

11 高岡団地 4 16 4 16 個別改善 

12 新町団地 3 6 3 6 個別改善 

13 北野団地 3 18 3 18 個別改善 

14 森尾団地 1 5 － － 廃止 

15 藪団地 1 6 1 6 個別改善 

16 森団地 8 16 8 16 個別改善 

管理戸数 77 367 54 326  

 

 【参考】 

  計画修繕：建物を長期にわたって良好に維持管理していくため、国が定めた「公営住宅等

長寿命化計画策定指針」に示されている修繕周期に基づき、計画的に修繕を行

います。 

  個別改善：劣化した建物の耐久性の向上やバリアフリー化、住戸設備の機能向上を図り

ます。 

  廃  止：行政財産の用途（市営住宅としての役割）を廃止することです。 

       廃止後は解体を予定しています。

表 7-1 市営住宅の団地別の管理方針と管理戸数 
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第８章 計画の実現に向けて 

１ 計画の推進体制 

本計画の施策の推進に当たっては、住まい・まちづくりの主役である「市民」、住宅の主

要な供給者である「民間事業者」、住宅施策の立案と推進を行う「行政」といった様々な主

体が、それぞれの役割・責任を果たしつつ、対等の立場で相互に連携、協力していくことが

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民の役割 

市民は、個人の多様な価値観に基づき、情報の適切な選択など健全な住宅市場での自立

的な行動が重要であることを十分理解した上で、自らの住生活の安定や向上に努めるもの

とします。 

また、住宅が個人の財産のみならず、地域の環境、安全、景観及び文化等の重要な要素と

なる社会的性格を有することを十分に理解し、地域の良好な住環境形成の主要な担い手と

して、住まい・住環境づくりに積極的に取り組むものとします。 

 

  

市民 

 

 

行政 

 

 

民間事業者 
建築事業者 

不動産関係団体 

設計事務所 等 

加東市 

住生活 

基本計画 

県 市 
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（２）民間事業者の役割 

民間事業者は、住宅市場において主要な役割を担っており、自らの供給する住宅がその

品質や性能及び将来にわたる地域の住環境の水準を決定するとともに、流通・管理を含め

た住宅関連サービスの提供が市民の豊かな住生活の実現を大きく左右することを十分認識

した上で、市民ニーズや地域のまちづくりに配慮した良質な住宅の供給を進めていくもの

とします。  

また、消費者保護やコスト低減等の社会的要請に応じて、市民が適正な価格で多様な住

まいを選択できるよう、事業活動において正確かつ適切に情報を提供し、健全な住宅市場

の形成に努めるものとします。 

 

（３）行政の役割 

市は、国や兵庫県と連携し、地域の個別のニーズに応じて、きめ細やかに施策を展開し

ていくものとします。とりわけ、福祉的要素のある施策や個々の地域に対する施策は、地

域の実情に応じて進めることが重要であり、市が主体的・自立的に取り組んでいくものと

します。 

 

２ 計画の進行管理 

計画の推進に当たっては、各施策の進捗状況や取組状況をＰＤＣＡサイクルによって定

期的に点検・評価、検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Action 

【見直し】 

施策や事業の見直し 

【計画】 

施策や事業の立案 

Do Check 
【検証】 

施策や事業の検証 

【実行】 

施策や事業の実行 


